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衆
議
院
議
員
仲
里
利
信
君
提
出
沖
縄
担
当
特
命
全
権
大
使
の
功
績
と
評
価
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
沖
縄
県
や
沖
縄
県
議
会
等
」
及
び
「
意
見
書
や
抗
議
決
議
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
平
成
二
十
八
年
三
月
七
日
時
点
で
外
務
省
の
把
握
す
る
限
り
に
お
い
て
、
①
沖
縄
県
、
沖
縄
県
議
会
、
沖
縄
県

内
に
所
在
す
る
市
町
村
、
当
該
市
町
村
の
議
会
等
か
ら
外
務
省
沖
縄
事
務
所
に
寄
せ
ら
れ
た
文
書
等
に
よ
る
要
請
等
の
件
数

並
び
に
そ
の
う
ち
②
沖
縄
担
当
の
特
命
全
権
大
使
（
以
下
「
沖
縄
担
当
大
使
」
と
い
う
。
）
が
対
応
し
た
件
数
、
③
外
務
省

沖
縄
事
務
所
副
所
長
が
対
応
し
た
件
数
及
び
④
そ
の
他
の
外
務
省
沖
縄
事
務
所
職
員
が
対
応
し
た
件
数
を
お
示
し
す
る
と
、

次
の
と
お
り
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
全
て
外
務
省
本
省
に
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

平
成
二
十
五
年

①
百
六
十
一
件

②
二
十
五
件

③
五
十
五
件

④
八
十
一
件

平
成
二
十
六
年

①
九
十
七
件

②
十
一
件

③
三
十
七
件

④
四
十
九
件

平
成
二
十
七
年

①
百
五
十
二
件

②
三
十
一
件

③
二
十
四
件

④
九
十
七
件

平
成
二
十
八
年

①
十
一
件

②
四
件

③
一
件

④
六
件

ま
た
、
日
米
間
で
は
常
日
頃
か
ら
緊
密
に
意
思
疎
通
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
要
請
等
も
踏
ま
え
て
様
々

一



な
や
り
と
り
を
行
っ
て
い
る
が
、
お
尋
ね
の
「
米
軍
や
米
国
政
府
関
係
者
と
連
絡
・
調
整
を
行
っ
た
件
数
と
そ
の
内
容
、
具

体
的
に
解
決
や
成
果
に
結
び
つ
い
た
件
数
と
そ
の
内
容
」
の
一
々
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
相
手
と
の
関
係
も
あ

り
差
し
控
え
た
い
。

三
、
六
、
七
及
び
九
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
歴
代
の
大
使
の
功
績
や
成
果
」
、
「
大
使
の
費
用
対
効
果
」
及
び
「
歴
代
の
大
使
の
業
績
や
活
動
に
お
い
て
、

特
筆
す
べ
き
成
果
や
役
割
、
解
決
に
至
っ
た
事
案
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
外
務
省
と

し
て
は
、
歴
代
の
沖
縄
担
当
大
使
は
、
そ
の
経
験
及
び
知
見
等
を
い
か
し
、
沖
縄
担
当
大
使
と
し
て
の
業
務
を
適
切
に
遂
行

し
て
き
て
い
る
と
考
え
て
お
り
、
沖
縄
県
か
ら
の
要
望
等
を
踏
ま
え
て
任
命
さ
れ
て
い
る
沖
縄
担
当
大
使
の
任
命
を
取
り
や

め
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

ま
た
、
沖
縄
担
当
大
使
に
対
す
る
要
請
等
に
関
す
る
成
果
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
嘉
手
納
飛
行
場
に
暫
定
的
に
展
開
し
て

い
た
米
軍
の
Ｆ－

二
二
戦
闘
機
が
、
航
空
機
騒
音
規
制
措
置
に
よ
り
そ
の
飛
行
が
制
限
さ
れ
て
い
る
午
後
十
時
か
ら
翌
日
午

前
六
時
ま
で
の
時
間
帯
に
離
陸
し
て
い
た
問
題
に
つ
い
て
、
沖
縄
県
等
か
ら
沖
縄
担
当
大
使
に
寄
せ
ら
れ
て
い
た
要
請
等
に

基
づ
き
、
日
米
両
政
府
間
で
調
整
を
行
っ
た
結
果
、
平
成
二
十
一
年
四
月
及
び
十
月
に
お
い
て
は
、
午
前
六
時
以
降
に
離
陸

二



し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
適
材
適
所
の
観
点
に
立
っ
て
公
正
か
つ
厳
格
に
判
断
し
決
定
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

個
々
の
職
員
に
関
す
る
人
件
費
に
つ
い
て
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
を
差
し
控
え

た
い
が
、
沖
縄
担
当
大
使
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五

十
二
号
）
の
規
定
及
び
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
そ

の
他
の
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）

の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
し
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
事
務
所
経
費
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
外
務
省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
年
度
別
の
外
務
省
沖
縄
事
務
所
の
運
営
経
費
の
決
算

額
を
お
示
し
す
る
と
、
平
成
二
十
二
年
度
は
約
三
千
九
百
万
円
、
平
成
二
十
三
年
度
は
約
四
千
百
万
円
、
平
成
二
十
四
年
度

は
約
三
千
八
百
万
円
、
平
成
二
十
五
年
度
は
約
四
千
二
百
万
円
、
平
成
二
十
六
年
度
は
約
四
千
二
百
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

三



沖
縄
担
当
大
使
は
、
在
外
公
館
の
長
た
る
特
命
全
権
大
使
と
異
な
り
、
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使
を
沖
縄
担
当
に
任
命
し
、

沖
縄
に
駐
留
す
る
米
軍
に
関
わ
る
事
項
等
に
つ
い
て
の
沖
縄
県
民
の
意
見
及
び
要
望
を
聴
取
し
、
こ
れ
を
外
務
省
本
省
に
伝

え
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
米
軍
等
と
の
連
絡
・
調
整
を
行
う
こ
と
等
の
外
務
省
本
省
の
事
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
。

四


